
下松市「医療ケア児等」の退院前登録(情報提供)及び連携のフローチャート    

★「医療的ケア児等」対象児把握(相談)から情報登録及び連携への流れ

第１段階 第２段階 第３段階(めざすところ)対象児の把握と関係づくり 

コーディ

ネーター在 

     (１)      

まず、下松

市に相談を。 
【担当部署】 

福祉支援課障害

福祉係 

☎0833-45-1835 

又は【関係部署】 

健康増進課

☎0833-41-1234 

         (４)           

市は、児の保護者が消

防署へ情報提供するこ

とに同意される場合、

消防署へ情報提供を

行う。  
 

 ⇒緊急時の備えとなる。 

連携・ネットワーク拡充・ケア会議 

市保健師 

相談支
援専門
員 

訪問看
護師 

行政内(教育委員

会・母子包括)・専

門職・地縁団体と

の連携及び制度的

なものに強み 

福祉サービス及び関

係事業所連携・プラン

ニング等相談支援に

強み 

医療機関連携・病

状観察・看護ケア

に強み 児と
家族 

病院 
訪問

看護 

消防

署 

市 

相談支

援専門

員 

サービ

ス事業

所 

保育園

等 

学校 

地縁 

市 

消防
署 

病院 

訪問
看護 

•コーディネー
ター在 

相談支
援専門
員 

•コーディネー
ター在 

サービ
ス事業
所 

•医療的ケア
児対応サー
ビス事業所 

保育
園等 

学校 

地縁 

児と家族が安心安全に、いきいきと暮らせる地域づくり 

※対象児把握のタイミングについて 

通常の流れは、病院から在宅になる退院時からの流れである

と考えられるが、本市へ転入など、イレギュラーな場合もあるの

で、各関係者で声掛けあって、把握漏れがないようにする。 

★退院前登録(情報提供)のメリット 

 1 市への連絡が行き、連携ルートができます。 

 2 緊急時の対応(救急搬送等)が、より迅速な対応につながります。 

 3 医療的ケア児等ネットワークで情報が共有され、課題への対応を一緒に考えます。 

児と

家族 
病院 
※ 

  （２)(３)      
市は、相談を受

け、市保健師が

必要に応じて訪

問等を行い、状

況把握を行う。

児の保護者は

必要に応じて、

情報提供を行う。 
市保健師・・・障害福祉

係医療的ケア児等コー

ディネーター及び母子包

2

状
況
把
握

 

1

市
へ
相
談

 

4情報提供 

        (5)            

市は、児の保護者から他機関へ

の情報提供に同意が得られた場

合、医療的ケア児等コーディネー

ターと連携し、ネットワークを拡

充し、随時ケア会議も行いながら、

連携体制を整えていく。 

※ 

医
療
的
ケ
ア
児
等
支
援
部
会

 
                (6)                    

●個々の医療的ケア児等と関係者との連携・ネット

ワークの充実を図り、児と家族のより良い暮らしを

目指して創意工夫する。 

●また、医療的ケア児等本人及び家族が孤立せず、

安心安全で、いきいきとした暮らしができる事を目

指し、医療的ケア児等支援部会で地域課題を共有

し、地域の体制づくりを協議していく。 

ケ
ア
会
議

 

3

情
報
提
供

 

5他機関へ

の情報提供 

6地域課題の 

共有・体制協議 

下松市医療的ケア児等支援部会にて作成


